
大和市役所連絡所設置規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２８年１１月２日 

                     大和市長 大 木  哲   

 

大和市規則第６４号 

大和市役所連絡所設置規則の一部を改正する規則 

大和市役所連絡所設置規則（昭和４９年大和市規則第５号）の一部を次のように改正する。 

別表大和連絡所の項中「大和市中央一丁目５番４０号」を「大和市大和南一丁目８番１号」

に改める。 

   附 則 

この規則は、平成２８年１１月３日から施行する。 

 


